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は じめ に

この冊子 は、すべ ての会員が 「作業療法5ヵ 年戦略」を よ りよ く理解 し、我が事 として取 り

組 む ことに よって、会 を挙げて これ を推進 してい くこ とが で きる ように、会員向 けの配付 資料

と して作 成 した ものです。

まず、要点 に しぼった解説 「作業療法5ヵ 年戦略の概要」を付 け ま したので、これ を読 んで

全体像 をつかんで くだ さい。その うえで、巻末の 「作 業療 法5ヵ 年戦 略(全 文)」 に もお 目通

しくだ さい。この全文 はす で に機関誌 「作 業療法」(第27巻4号 、2008年8月 発行)に 掲 載 さ

れてい るものですが、改 めて本冊 子 にも再録 いた しました。

「作業療法5ヵ 年 戦略」は協 会活動の指針で ある と同時 に、会員個 々人の作業療法士 と して

の指針 に もなる ものです。この冊子 を身近 な場所 に置いて、折 に触 れて これ を参照 し、日頃の

活動 に活か していただければ幸いです。

社団法人　 日本 作 業 療 法 士 協 会

企画調整委員長　 土 井 勝 幸

「作業療 法5ヵ 年戦略」関連記事

●全 文

機 関誌 「作業療 法」第27巻4号(2008年8月 発行)pp.440-456

●解 説

会報 「日本作業療 法士協会 ニュース」第319号(2008年8月 発行)pp.8-13

機 関誌 「作業療 法」第27巻5号(2008年10月 発行)pp.482-487
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作業療法5ヵ 年戦略の概要



《5ヵ年戦略の 目的》

(社)日本作業療法士協会活動の指針と実践計画として策定

目的

この計画は、急激な社会制度の変化や国民の健康 ・

障害に対する意識の変化を背景 に、作業療法が保健 ・

医療 ・福祉等の領域において、国民の健康な生活に寄

与するための、(社)日本作業療法士協会活動を推進さ

せる5ヵ年の行動戦略とする

(社)日 本作業療 法士協会 の活動 は、長期活 動計画 に基づ いて行 われてお り、1983年 に第一

次長期活動計画 を策定 して以 来、概ね10ヵ 年単位で 第一次 か ら第三次 まで長期活動計 画を策定

して きた。協会 は この第三次長期活動計 画 を2001年 か らの10ヵ 年計画 として策定 したが、当

初計画 した活動 が2007年 度 までに概 ね達成 され たこ とに加 え、関連諸制 度の変革の早 さ、対

象領域の広が り並 びに作業療 法士 の急増 に対 応す ることが急 務であ る との認識 に立 つて、期 間

途 中で はあるが これを終 了 した もの と見な し、今後 は時代へ の即応性 を高めるために計画期 間

を長期(10ヵ 年)か ら中期(5ヵ 年)に 短縮 して、 名称 も新 た に 「作業療 法5ヵ 年戦略(2008

-2012)」 として活動 計画 を策定 した次 第であ る
。

協会 では、2008年 度現 在の有資格者42,354名 が 、2012年(5ヵ 年戦 略終 了年度)に は約6

万 人になる と推 計 して いる。また、近年 の国の施策 は 「地域 生活移行」をキー ワー ドとし、医

療 の領域 か ら地域 生活へ 向けての円滑 な移行 を促進 す るもの となっている。協 会 と しては、国

の施策 に対 し積極 的に取 り組 む意思 を示す と同時 に、必要 な提 言 を していか なければ ならない

と考 えてい る。

今 回の 「作 業療法5ヵ 年 戦略」では、上記の 目的 で示 した ように国民の健康 な生活 に寄与 す

るこ とを前提 に した上で、具体的 に取 り組 むべ き活動内容 を 「具体 的行動 目標」として詳細 に

示 した。さらに協 会が重点的 に取 り組 むべ き課題 を鮮 明 に打 ち出す ために 「地域生活 移行 支援

の推進 ～作 業療 法5(GO!)・5(GO!)計 画～」 とい うス ロー ガ ンを掲 げた。

参考資料1:長 期活動計画の推移

参考資料2:0T有 資格者 ・会員数 ・組織率等の推移
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《5ヵ年戦略におけるスローガンの持つ意味》

重 点 的スローガン

「地域 生 活移 行 支援 の推進

～作 業療 法5(GO!)・5(GO!)計 画 ～」

作業療法をより必要としている領域、さらには作業療法が貢献で

きる領域への職域拡大も含め、今後5ヵ年の内に、入院医療を中

心とした医療の領域に5割 、保健 ・福祉 ・教育等の領域を含めた

身近な地域生活の場に5割 の作業療法士配置を目標とする。

重点事項としてのスローガンは、医療と地域生活支援の両サー

ビスにまたがり、医療から介護 ・福祉への円滑な移行を推進する

担い手として作業療法士は重要な役割を果たすことを明言する

ものである。

「作 業療 法5ヵ 年戦 略」では、協 会が重点 的に取 り組 むべ き課題 と して 「地域生活移行 支援 の

推進～作業療法5(GO!)・5(GO1)計 画～」 とい うス ロー ガ ンを掲 げ、 目指すべ き方向

性 を明確 に した。スロー ガ ンの もつ意味 は上記の とお りであるが、医療 の領域 においては二次

医療圏か ら一次医療圏の領域、すなわ ち市町村圏域 にお ける作業療法 サー ビスの拡 大 を 目指す

ものであ り、身近 な地域 で作業療法サ ー ビスが受 け られる よう、今後急 増す る作業療 法士 を地

域 に輩 出 してい くこ とを示 して いる。 さ らに、介 護保険領域 にお ける作業療 法サ ー ビスの充

実 ・拡大、健康増進や予 防等 の保健領域 ・障害者 自立支援法 ・特別支援教 育等 を含め た保健 ・

福祉 ・教育分野 において も作 業療法 の役割 を明確化 して人材 を投 入 し、医療か ら地域 生活 に向

か う全 ての ステー ジで途切 れるこ とな く、質的 に も量的 に も十分 な支援 が行 えるよう作業療法

を実践 していかなけれ ばな らない。

す でに急性期 ・回復期 等の医療領域 で提供 されて いる質の高い作 業療法 につ いては、事例報

告登録制度や課題研 究助 成制度等 を通 じて作業療法効 果の根拠 をよ り明確 にする取 り組み を強

化 し、その成果 を内外 に示す とともに、そ の取 り組 み を、さらに地域 生活の場 で提 供 され る作

業療法 に も定着 させ、医療 か ら地域 生活へ 円滑 につ ないでい く作業療 法のあ り方 を明 らか にす

るこ とを 目指 す とい う意味合 いが 、 この スローガ ンには込め られ ている。

「作 業療 法5ヵ 年戦略」は対象者 に必要 とされ るすべ ての領域 にお いて根拠 に基づ く作業療

法 を実践す るための計画 になる。

参考資料3:協 会が中期的に対応すべき 重点事項(基 本的な考え方)

参考資料4:医 療圏
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《5ヵ年戦略の構成》

1.「 前文 作業療法5ヵ年戦略」

5ヵ年戦略の策定根拠並びに意図

2.「 達成 課題 項 目と具体 的行動 目標 」

大項 目:6中 項 目:19小 項 目:69

具 体 的行 動 目標:144

スローガン重 点項 目:「OT5・5PLAN」

3.「 ロゴマーク」

協会発行の様 々な広報媒体にロゴマーク

を活用し内外に向けてアピール

「作業療法5ヵ 年戦略」 の全 文は上記の よ うに構成 されてい る。

1で は、5ヵ 年戦略 の策定根拠 並び に意 図を明示 してお り、作 業療法 を取 り巻 く施策的動向

に加 え、作 業療法が取 り組 むべ き課題 の方 向性 や行動 計画 の根拠 とな る理 由を記 している。

次に2と して 「達 成課題項 目と具体 的行動 目標 」を定 め、具体的 に協 会が取 り組 むべ き活動

を明記 した。この 「達成課題項 目と具体的行動 目標」で は、大項 目を6項 目掲 げているが、こ

れは、第三次 までの長期活動計 画の基本的考 え方 を踏襲 した協会活動 の大 きな指針であ る。そ

の下位 項 目となる19の 中項 目は、5年 後 を見据 えた、現状 にお いて取 り組 むべ き課題 を大枠

で整 理 し、69の 小項 目において、取 り組 むべ き課題 を焦 点化 させ ている。そ して、焦点化 した

達 成課題項 目が具体 的に実践 され る よう、144の 「具体 的行動 目標」を定 めてあ るのが この5ヵ

年 戦略の特徴 である。かな り細 か く詳細 な行動 目標 であ るが、会員一 人ひ と りが主体的 に取 り

組 む ことを想定 して策定 してお り、協 会活動が会員の個 々の活動 にお いて支 え られているこ と

を示 す もので ある。さらに、スロー ガ ン(地 域生活移 行支援)に 直結 す る項 目は「OT5・5PLAN」

と して強調 してある。

最 後 に3と して、今回の 「作 業療法5ヵ 年戦 略」におい てはロ ゴマー クを作 成 し、作業療 法

の普及 ・啓発 の取 り組み の一環 と してあ らゆる広報 手段 にお いて活用 し、「作 業療 法5ヵ 年戦

略」 を内外 に向けてア ピー ルす る もの と した。

参考 資料5:作 業療法5ヵ 年戦略 ・ロゴマー ク
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《「達成課題項 目と具体的行動 目標」の大項目》

1.学 術的基盤の強化

2.臨 床的課題への取り組み

3.教 育的課題への取り組み

4.国 際交流 ・国際貢献への取り組み

5.協 会組織の機能再編

6.作 業療法の普及 ・啓発

「作 業療 法5ヵ 年戦略」 は、第一次 ・第二次 ・第三次の長期活動計画 の延長線上 に位置 して

い るこ とか ら、戦略の基本 的な骨格 とな る 「達成課題項 目 と具体 的行動 目標」の大項 目もこれ

までの長期活動 計画の基本的考 え方 を踏 襲 してい る。以下 に、大項 目の主 な 目的 を示す。

1学 術的基盤の強化

事例集積 ・研究活動の推進を通 じ、作業療法の実践を集約 ・検証す る活動を今以上に活発

化させ、作業療法の有用性 を示す。

2臨 床的課題への取 り組み

作業療法の対象領域の多様化、予防か ら始 まり、急性期、回復期、そ して維持期、終末期

など病期別 ・疾患別の広が りを踏まえ、制度への提言、臨床的課題への対応、各分野 ・各時

期における作業療法技術の質の向上を目指す。

3教 育的課題への取 り組み

養成教育における教育課程の見直 し、教員の質の向上、生涯教育における認定作業療法士

制度の定着 ・専門作業療法士制度の施行、臨床研究活動の支援体制の構築を目指す。

4国 際交流 ・国際貢献への取 り組み

2014年WFOT世 界会議の開催決定を踏 まえ、国際活動を積極的に推進する。

5協 会組織の機能再編

公益法人制度改革を踏 まえた、協会機能の効率化 と基盤強化 を推進する。

6作 業療法の普及 ・啓発

広報活動を強化 し、社会貢献活動の活発化 を推進する。
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1.学 術 的基 盤 の強化

1
.
学
術
的
基
盤
の
強
化

1)

作業療法の理

念並びに専門
技術の明確化

2)

学術的成業の

蓄積と公表の
推進

①作業療法実践の役割と機能の明示

②ガイドライン・ガイドライン実践指針 ・マニュアルの普及

③作業療法で用いる用語を整理する

①学術研究活動の推進

②学術研究成業公表の場の充実・整備

③事例報告登録制度の促進

④学際的学術交流の推進

⑤国際的学術交流の推進

1.学 術的基盤強化 の具体的取組 み(抜 粋)

1)作 業療法の理念並びに専門技術の明確化

2006年 度版 「作業療法ガイ ドライン」の改定、2008年 度版 「作業療法ガイ ドライン実践指

針」の普及 ・啓発、「作業療法関連用語解説集」を編纂する。また、介入時期別 ・疾患別作業

療法マニュアルを作成する。

2)学 術的成果の蓄積 と公表の推進

学術的研究活動 を推進するために、事例報告登録制度 ・課題研究助成制度の普及 ・啓発 を通

じ、学術的基盤 を強化 し実践技術の向上を図る。さらに、「作業療法5ヵ 年戦略」においては、

「学術的基盤の強化」の中心 に事例集積 を据えて取 り組む。

日本作業療法学会は基礎研究や臨床的実践の発表の機会 と位置づけ、学術的成果の公表の場

とする。また、他職種の学会への参加のあ り方についての検討や他団体学会 との共同開催等 も

含めた学際的取 り組みの推進。全国研修会、生涯教育制度における研修会等の効果的な研修会

のあ り方を整理する。さらに、関連諸学会における作業療法成果の公表 を推進する。

また作業療法の対象領域 の多様化 に対 し、多角的な研究デザインの提示、新たな研究プロ

ジェク トの組み立て等、作業療法の現場で働 く会員に対 して研究活動の支援、他団体 との共同

研究等の企画調整も行 う。
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2.臨 床 的課 題 へ の取 り組 み

2
.
臨
床
的
課
題
へ
の
取
り
組
み

1)

円滑な地域生活

移行への推進

①急性期における作業療法業務の明示

②回復期における作業療法効果の明示

③地域生活移行の推進に向けた取り組み

④内部障育における作業療法業務の明示と普及促進

⑤緩和ケア・ホスピスにおける役部の明示

⑥介護老人保健施設におけるサービス機能の充実

⑦新設介護療養型老人保健施股におけるサービスの充実

⑧介護老人福祉施設(特養)における作業療法の推進

⑨居宅系サービスにおける作業療法の推進

⑩精神疾患の早期地域生活移行支援の推進

⑪司法精神医療における作業療法の推進

⑫認知症の早期地域生活移行支援の推進

⑬制度改定に対する対応

2.臨 床的課題 への具体 的取 り組 み(抜 粋)

1)円 滑な地域生活移行への推進

急性期への対応:急 性期における疾患別作業療法マニュアルを作成。包括的医療制度に移行す

ることを視野に入れた作業療法研究に取 り組 む。

回復期への対応:「 質の評価」が試行的に導入 される状況を踏 まえ、今後の対応 として期間 ・

重症度 ・効果等の状況調査を行 う。

医療から地域生活への移行:地 域連携 クリティカルパスの導入に合わせ、地域生活移行に向け

たケースマネジメン トモデルを提示す る。診療所等の医療機関における通所 リハ ・訪問リハ

の拡充に取 り組む。

内部障害への対応:呼 吸器 リハに関しては作業療法士の配置が認め られたことを踏 まえ、2010

年度の改定に向け、心大血管 リハにおける作業療法の有効な実践報告の提示に力を注 ぎ、施

設基準に組み込 まれるよう提言する。

維持期への対応:老 健等における人員配置基準 ・リハ報酬単価の引 き上げ、訪問 リハステー

ション創設を含めた制度への要望。効率的 ・効果的 リハのあ り方に対 して作業療法の介入効

果を示す。特養、地域密着サービスを含めた介護保険サービスへの作業療法の拡充を図る。

2009年 制度改定後の迅速な対応。

緩和ケア ・ホスピスへの対応:事 例集積を通 じた成果の検討を行い、具体的な緩和ケアについ

ての作業療法介入に関する指針を示す 。

精神障害者の入院医療への対応:入 院早期から在宅への移行支援 を推進するための、事例集積

並びに作業療法マニュアルの作成を行 う。

司法精神医療等への対応:新 しい法制度の中で、作業療法の役割や効果をいち早 く提示し普及を図る。

認知症への対応:早 期認知症の対象者に対する効果的な作業療法プログラムの提示。市町村事

業等に参画 し、医療 ・生活介護の両面から支援する。
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2.臨 床 的課 題へ の取 り組み(つ づき)

2
.
臨
床
的
課
題
へ
の
取
り
組
み
(つ
づ
き
)

2)

福祉・教育・職業関

連領域における作
業療法の確立

①地域包括支援センターへの関わりについて

②特別支援教育に関する対応

③就労支援に関する取り組みの推進

④障害者自立支援制度充実への貢献

⑤福祉用具関連領域の拡大

⑥認知症支援(家族支援)に関する対応

⑦高齢施策・障害施策に対する対応

3)

保健 ・健康増進領域
における対応

①予防事業に関する対応

②行政における作業療法の役割の明示

③健康増進事業への対応

2.臨 床 的課題へ の具体 的取 り組 み(つ づ き)

2)福 祉 ・教育 ・職業関連領域における作業療法の確立

地域包括支援センターにおける役割:作 業療法士 は配置職種 としては定め られていないが、多

様な課題をもつ高齢者の社会的適応能力の向上に貢献できる職種であることを提示 し配置の

要望 を行う。

特別支援教育への対応:特 別支援教育においては、医療 との連携、生活 ・学習用具の工夫、家族

との密な連携等、具体的な取 り組みから実績を積み、特別支援教育に貢献できることを示す。

障害者 自立支援法への対応:作 業療法士の配置が明記されていない介護給付の児童デイサー ビ

ス、訓練等給付の自立訓練(生 活訓練)や 就労移行支援、お よび就労継続支援に作業療法士

の配置を働 きかけてい く。各市町村の障害程度区分審査会への作業療法士の参画をすすめる。

福祉用具関連への対応:適 正 な福祉用具の活用が図 られるよう、福祉用具の選定および適合の

技術 を普及 してい く必要がある。

3)保 健 ・健康増進領域における対応

介護予防事業への取 り組み:個 々のニーズに合った多様な諸活動(ア クティビテ ィ)を 用いた

介護予防プログラムを作成 し、作業療法の重要性 と作業療法士の介入による健康増進や介護

予防、自立支援効果を示 し普及 させる。

行政における役割:市 町村事業に関与する作業療法士の実態調査に基づ き、地域包括支援セン

ター機能に対する働 きかけを含め、市町村圏域における作業療法士の介護予防事業への参画

を積極的に促進 させ る。

健康増進事業への対応:就 労支援や精神保健領域 におけるメンタルヘルスケアに関し、精神面

での健康度を高める作業療法士の役割を提示する。また高齢者や障害者への関わ りにとどま

らず、あ らゆる世代の健康に関わる取 り組みを推進する。
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3.教 育 的課題 へ の取 り組 み

3
.
教
育
的
課
題
へ
の
取
り
組
み

1)

養成教育の改革

①基準となる教育課程の提示

②養成教育のあり方の検討

③臨床実習のあり方の検討

④次期全書のあり方についての検討

2)

生涯教育の充実

①認定作業療法士制度の定着

②専門作業療法士制度の施行

③生涯教育のあり方の検討

④臨床研究活動支援体制の整備

3.教 育的課題 への具体 的取 り組 み(抜 粋)

1)養 成教育の改革

養成教育部内の教育問題検討委員会によれば、養成教育の課題 として、教員数の問題、臨床

実習施設確保の問題、コアカリキュラムの整備等が挙げられるなど、作業療法教育の抜本的見

直 しの必要に迫 られている。そこで、コアカリキュラムの作成の検討 と併せ、「作業療法士教

育の最低基準」見直 しに着手する。また、教員の質の向上を目指す研修内容の開発、協会独 自

の長期的な教員研修プログラムの作成に着手するなど、教育の質を担保するシステムに関 して

も検討する。また、臨床実習施設確保の問題、臨床実習指導者の基準の問題、実習施設基準の

問題、臨床実習指導者の指導力の問題等の課題 と併せて具体的な対策を検討する。さらに、「臨

床実習の手引き」の改訂版を作成する。

2)生 涯教育の充実

「認定作業療法士」が誕生 して2008年 度で5年 を迎えるが、2006年 度認定作業療法士の新規

認定者数は予想 よりはるかに少ない現状にある。具体的な対策が必要なことから、各都道府県

士会との連携を含めた対策に着手 し、マルチメディアを活用するなどの研修実施方法の多様化、

既存の教育機関の活用、広報活動の強化、認定作業療法士の社会的認知度 ・地位の向上を高め

る取 り組みを行 う。また、2009年 度よ り 「専門作業療法士」として、福祉用具 ・認知症 ・手の

外科の導入を予定 してお り、順次他の分野に拡大 させてい く。また、臨床研究指導方法の開発

を検討 し、臨床研究活動支援体制の整備に着手する。
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4.国 際交 流 ・国際 貢献 へ の取 り組み

4
.
国
際
交
流
・国
際
貢
献
へ
の
取
り
組
み

1)国際的な学術交流に関連す

る事業の推進
①WFOT世 界会議・学会承知

②アジア地域における交流の促進

2)国内における国際団体等の

連携

3)国際交流に必要な情報の収

集・発信

①JICA・JIMTEF・JANNET・JOCV等 へ の積

極 的な参 画

①国際交流に向けた情報の収集・発信

②海外で活躍する作業療法士との連携

4)長期的・国際的取り組みの

基盤強化
①国際交流・貢献のあり方の検討

4.国 際交流 ・国際貢献へ の取 り組み

1)国 際的な学術交流に関連する事業の推進

2014年 のWFOT世 界大会招致の決定に伴い、具体的開催要項を作成する。さらに、今後一

層の他国作業療法士団体 との交流および支援活動が必要 となって くるが、特にアジア地域にお

ける交流の促進に力を入れ、研究協力や技術提供、学会交流等 も含めた多角的な相互交流を推

進する。

2)国 内にお ける国際 団体 との連携

JICA・JIMTEF・JANNET・JOCV等 の 団体 との技 術交流 ・研 修受入 の推進 や国際交流支援

プログ ラムの構築 等

3)国 際交流に必要な情報の収集 ・発信

日本の作業療法 を海外 に紹介するためのパ ンフレットやガイ ドラインの翻訳版の作成、国外

向けにホームページ機能の強化。海外の作業療法関連情報や海外経験のある作業療法士の情報

の収集、また定期的な情報交換がで きる体制の整備。

4)長 期的 ・国際的取組みの基盤強化

WFOTを はじめとする関連諸団体 との連携の強化。協会 としての国際的活動に資する人材

を育成する。また、留学 ・海外研修制度の支援のあ り方を検討する。
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5.協 会組織の機能再編

5
.
協
会
組
織
の
機
能
再
編

1)

協会体制の基盤
強化

①役員の常勤化に対する検討

②長期ビジョンの検証と提示

③協会資産となる資料の整備

④収益事業等のあり方に関する検討

2)

協会機能の評価
と効率化

①渉外活動の強化

②協会事業全体の効率化

③協会機能評価

④研修会の効率的・効果的運用の検討

⑤関連団体・関係諸官庁との連携強化

⑥都道府県士会との連携強化

5.協 会 組 織 の機 能再 編

1)協 会体制 の基盤整 備

長年 の懸案事項 となって いる専従役 員(三 役 ・理事等)の 配置 に関 し、具体的 に方 向性 を示

す。協 会資産 となる資料 管理(事 務所 の拡 充等)の 環境整備 を行 う。出版 ・研修事 業 ・商品開

発等 を含 めた収益事 業 を行 う仕組み の検 討(別 法人 の設 立等)を 行 うとともに、協会事 業の効

率化 を図るため一層 の委託化 に も着手す る。さらに公益法 人制 度改革 を控 え、公益社 団法人化

の推進 を念頭 に、安定的 な協会運営 をす るための財政 的基 盤(会 費徴収等)の 強化 と協 会事 業

の効率的運用 を 目指す 。「作 業療 法5ヵ 年戦 略」 は上期(2008年 度～2009年 度)、 中期(2010

年度～2011年 度)、 下期(2012年 度 ・完成年度)を 設 定 し、期毎 に達成状況 を点検 し、進行管

理 を行 うもの と した。次期 長期 ビジ ョンの策定 に向け、領域別 配置等の長期 的 なシ ミュ レー

シ ョンも含 め、戦略 的 ビジ ョンを示す ための調 査 ・研究 を行 う。

2)協 会機能の評価 と効率化

制度改定等に関する要望や提言をより戦略的・効果的に行うための渉外活動の強化 を検討す

る。これら渉外活動 を支える体制 も含めた協会事務局機能の人員 ・環境の強化、協会理事の役

割の再確認等を行 う。公益法人としての責務を果たすために、協会事業の費用対効果を含めた

機能評価 を実施 し、内外に協会活動の透明性を示すと同時に、機能評価 を通 じ研修事業の効率

化を図る。また、関連団体 ・関係諸官庁 と勉強会の定期的開催を含めた相互交流を図 り連携 を

強化する。会員にとって身近な協会活動 となるよう、都道府県作業療法士会との連携強化が必

要であることか ら、会議 ・研修の機会を増や し、協会 との情報共有化を促進する。また、作業

療法推進活動パイロット事業助成制度等を活用 し、士会独自の活動を支援する仕組みも同時に

構築 してい く。

13



5.協 会組 織 の機 能 再編(つ づき)

5
.
協
会
組
織
の
機
能
再
編
(つ
づ
き
)

3)協会関運情報の管理・運用

4)公益法人制度改革への対応

5)人材活用に関する対応

6)報告書に関して

①情報共有化に関する仕組みの構築

②情報発信媒体の拡充・多様化

①公益法人制度改革への対応

①復職・領域転換希望者への支援の推進

①白書の発刊

3)協 会情 報の管理 ・運用

協会 内 に集積 され ている情 報 を整理 ・分析 し情報管理体制 を強化す る。各部 ・委員会等の情

報共有 を目的 と した書式 の統 一化 を図 り、会員へ の開示 も視野 に入 れた仕組 み を構 築す る。情

報 のス ピー ド化 を視野 に入れ、費用対効果 を吟味 しなが ら、協会 ホームペー ジの活用 を含めた、

双方 向型 の情 報共有化 システムの構築 を検討 す る。また、身近 に情報 を入手で きるメールマ ガ

ジ ン等 の媒体活用 を検討 する。

4)公 益法人制度改革への対応

公益法人制度改革に伴い、公益法人制度改革検討委員会を組織す る(法律施行後5年 以内に

移行の申請)。 すでに協会 として、公益社団法人化を目指 し、勉強会を開催 してお り、具体的

方向性 を明確にした上で、士会組織における改革への対応 ・法人化推進 を協会として支援する

仕組みを検討する。

5)人 材活用に関する対応

地域 に安定的に作業療法士を供給することを目的に、離職者のための復職支援に取 り組む。

保健福祉領域の他団体と連携 した研修会等を含めた、離職者 と求人団体等 との橋渡 し的なイベ

ン ト開催 も検討する。また、新たな分野か らの作業療法士の要請やモデル事業的な国の施策に

対す る人材輩出の要請があった際には、迅速に対応するための人材管理 システムも検討する。

6)白 書 の発刊

2010年 に作業療 法 白書 を発刊す る。
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6.作 業療 法 の 普 及 ・啓 発

6
.
作
業
療
法
の
普
及
・啓
発

1)

広報活勤の強

化 ・推進

①小・中・高校生に向けた広報活動の推進

②地域住民との交流活動の推進

③広報手段の戦略的活用に関する検討

④ホームペ―ジ機能の強化

⑤他識種へ向けた広報の推進

2)

地域 ・社会貢献

活動

①公益研修事業の拡充

②大規模災害への対応

③人材の派遣

④へきち対策の検討

6.作 業療法 の普及 ・啓発

1)広 報活動の強化 ・推進

作業療法の普及 ・啓発 は近年にな く喫緊の課題 として取 り組まなければならないが、小 ・中・

高校生やさらには地域住民 も含めた広報戦略を明確に打ち出す必要がある。そのためには、地

域での啓発活動が重要であ り、都道府県士会の取 り組みへの支援など様々な視点か ら取 り組む。

また、広報戦略の一環 としてメディアの活用 を含めた外部委託 を検討、ホームページへの一般

者か らのアクセスが増 える仕組みを構築する。作業療法ガイ ドラインを他職種版として作成す

る。

2)地 域 ・社会貢献活動

公益社団法人を視野に公益研修事業を強化する。また地域貢献の一環 として、大規模災害時

に貢献で きる役割を明示す るとともに、作業療法版災害対策避難生活マニュアルを作成 し、迅

速な災害時対応が可能 となる体制を構築する。人材派遣要請があった際に、協会 として速やか

に対応するための対策委員会を設置 し、人材の供給が迅速に行える体制を構築する。へ き地に

おける作業療法の取 り組みに関 し現状を調査 し、人材のネットワーク化 を検討するなど、どこ

にいても共通に作業療法サービスが受けられる仕組みの構築に向けた取 り組みにも着手する。
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参考資料1:長期活動計画の推移

長期活動計画 年次 主眼

第一次 1983～

「作業療法の発展 ・養成 ・実践・普及 ・職能団体としての質・

国際交流」を柱とし、学問的枠組みの強化を主眼に据え、

同時に協会組織の基盤強化を目指した

第二次 1991～

第一次の基盤強化を背景とし、高齢化社会及び精神保健

領域に関する取り組みを軸に、医療 ・保健 ・福祉領域におけ
る総合的な対応

第三次 2001～

健康維持・介護予防・自立生活の維持・社会参加の推進へ
と向かう状況を踏まえ、医療的ケアから生活支援を視野に

入れた作業療法技術の体系化

5ヵ年戦略 2008～

蓄積された作業療法技術と急増する作業療法士を投入し、
「医療から地域生活移行に向かう全てのステージで途切れ

ることなく支援する作業療法」の実践

参考資料2:0T有 資格者 ・会員数・組織率等の推移

2001年 度 ～2008年 度 →2012年 度
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参考資料3:協 会が中期的に対応すべき重点事項(基本的な考え方)

参考資料4:医 療圏

一次医療圏

二次医療圏

三次医療圏

身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健
所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単

位として設定されている。

医療法第30条 の3第2項 第1号で規定。特殊な医療を除く一般的な医療サー

ビスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需

要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病

院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及
び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図るこ
とが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規

則第30条 の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として
認定される。

最先端、高度な披術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区

域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いこと

その他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区
域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の

実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができ
る」(医療法施行規則第30条 の29第2項)と 規定されている。原則都道府県を
一つの単位として認定される。

※医療圏とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと。(医療法第30条 の3)
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参考資料5:「作業療法5ヵ年戦略 ・ロゴマーク」

参考資料6:作 業療法5ヵ 年戦略イメージ図
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作業療法5ヵ 年戦略

(全文)



作業療法5ヵ 年戦略

平成20年6月19日

(社)日本作業療法士協会

会長 杉 原 素 子

は じめに

(社)日本作業療法士協会(以 下、協会)は 協会活動の指針 と実践計画を示す もの として、1983年

に第一次長期活動計画、1991年 第二次長期活動計画、2001年 第三次長期活動計画 を策定 し、概ね

10ヵ 年を目途 に活動 を実践 してきた ところであるが、2006年度 に第三次長期活動計画(2001～2010

年度)の 見直 しを行い、当初計画 していた活動項 目を概 ね達成 しつつ あることが確認されたため、

2010年 度を待 たず新たな活動計画 を策定す ることとした。その際、昨今のめま ぐる しく変化する

医療保 険制度改革、介護保険制度改革、並びに作業療法の対象 となる領域の拡大等に迅速に対応す

るべ く、これ までの長期(10ヵ 年)か ら中期(5ヵ 年)の 計画 とし、名称 も改め 「作業療法5ヵ

年戦略」 とした。

今回の 「作業療法5ヵ 年戦略」策定にあた り、第一次か ら第三次長期活動計画 に用いた 「達成課

題項 目と関連事業項 目」の大項 目 ・中項 目 ・小項 目に加えて、具体的行動 目標 とその作業 を中心 と

なって担 う関連部署 を明記 した。さらに、「作業療法5ヵ 年戦略」において最 も力点 を置 くべ き活

動を明確 にするためス ローガンを掲 げた。また、これ ら活動計画の実行状況 を管理で きるよう上期

(2008～2009年 度)、 中期(2010～2011年 度)、 下期(2012年 度 ・完成年度)に 分け、具体的行動

目標の達成予定時期 を明示 した。

以下に 「作業療法5ヵ 年戦略」の枠組みを示す。
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第1章 「作業療法5ヵ 年戦略」の策定根拠

1.目 的

この計画は、急激 な社会制度の変化や国民の健康 ・障害に対す る意識の変化 を背景に、作業療法

が保健 ・医療 ・福祉等の領域において、国民の健康な生活に寄与す るための協会活動 を推進 させ る

5ヵ 年の行動戦略 とする。

2.こ れまでの長期活動計画 からの流れ

第一次長期活動計画は、「作業療法の発展 ・養成 ・実践 ・普及 ・職能団体 としての質 ・国際交流」

を柱 として策定 した。特 に学 問的枠組みの強化 を主眼 に、現在の協会組織の基盤整備 を行った。第

二次長期活動計画は、組織体制の強化 を背景 に、高齢化社会お よび精神保健領域に関する取 り組み

を軸 とし、医療 ・保健 ・福祉領域 における総合的な対応 を目論 んで策定 した。さらに、これ らの活

動を具体的に推進する仕組み として、長期 ・中期 ・短期活動計画を設定 し、より具体的な活動 を明

示 した。また、第三次長期活動計画 は、社会保障体制の変革期 にあたって、保健 ・医療 ・福祉領域

の主軸が健康維持 ・介護予防 ・自立生活の維持、社会参加の推進へ と向か う状況 を踏 まえ、医療的

ケアか ら生活支援 を視野 に入れた作業療法技術 の体系化を 目指す活動計画 とし、作業療法 ガイ ドラ

インや作業療法マニュアル等の整備、養成教育 ・生涯教育 に注力 した。

第一次、第二次、第三次の長期活動計画の延長線上に位置す る 「作業療法5ヵ 年戦略」は、昨今

の国の施策的動向を踏 まえ、これまで蓄積 されて きた作業療法技術 と急激に増加する作業療法士 を

投入 し、「医療か ら地域生活移行に向かう全 てのステージで途切れることな く支援する作業療法」を

重点事項に据えた5ヵ 年の活動計画 と位置付 けた。

3.作 業療法を取 り巻 く国の施策的動向

2005年 の総務省 「国勢調査」および国立社会保障 ・人口問題研究所の報告に よると、わが国の

人口は2005年 の1億2,777万 人をピークに徐 々に減少す る。高齢化率(65歳 以上人口割合)は2005

年で20.2%(約5人 に1人)だ が、2035年 には33.7%(3人 に1人)と な り、2055年 には総人口が

8,993万 人に減少するの に対 し高齢化率 は40.5%と 、実に2.5人 に1人 が老年人口に達す ると推計 さ

れている。高齢者人口の増加、平均寿命の伸 びは、医療依存度を高めるだけでな く要介護高齢者の

増加 につなが り、要介護状態の期間が長 くなることを意味する。一方、日本の合計特殊出生比率は

2007年 、1.33程 度であ り、2.08を 下回る と少子化 といわれることか ら、経済全般、社会保障、労働

市場 に深刻な影響 を与えることになる。

この少子高齢化の波は、年金、医療、介護などの社会保障費を増大 させ、国民 に大 きく負担 とし

ての し掛かる現状 にある。一般歳出における社会保障関係費は21.1兆 円(2007年)で 全体の約45

%を 占め、この傾向はさらに右肩上が りで膨張 し社会保障制度その ものの崩壊 につながる危機的状

況が指摘 されている。このような背景の中、国は現行制度の維持に伴 う医療 ・介護給付費の高騰 に

よる保険制度の破綻 を避 けるため、2005年 介護制度改革、2006年 の医療制度改革 を行い社会保障

費の抑制を図った。これらの改革は給付費の延 びの抑制 と効率的運用 を基本方針 とした ものであ り、
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2006年 度の診療報酬 ・介護報酬の改定に具体的に示 され、診療報酬-3.16%、 介護報酬-0.5%と

なった。2008年 には施策の重点を後期高齢者 に置 き、あ らたに長寿医療制度(後 期高齢者医療制

度)が 施行 された。また少子高齢化を背景 に、高齢者、女性、若者、障害者の就業促進が図 られ、

特に高齢者の就業可能 な健康維持 は、生活習慣病対策や予防重視の医療 ・介護制度改革の方針 とも

合致する施策 とも捉 え られる。

4.作 業療法士 を取 り巻 く医療 ・保健 ・福祉 ・教育制度等の動向

医療制度改革では 「医療制度改革大綱改革の基本的考え方」(2006)に おいて、医療費適正化の

総合的推進の取 り組みの一つに平均在院 日数短縮が示 され、医療機能分化 ・連携や在宅療養の推進

が示された。また同年の診療報酬改定では、疾患別 リハ ビリテーシ ョン(以 下、リハ)診 療報酬体

系に算定 日数の上限が設け られ、入院か ら在宅 までの切れ 目の無い医療 の提供が推 し進め られるこ

ととなった。2008年 には 「生活の質(QOL)を 高める医療」、「生活を重視 した医療」、「医療機能

の分化 ・連携」、「重点的に対応すべ き領域の評価(が ん、脳卒中等)」、「医療費配分の効率化」、「後

期高齢者医療制度」の6つ の項 目に整理 され改定が行われた。これ らは、一般医療 ・精神医療 も含

め、地域移行支援 ・地域療養支援 に重 きを置 き、介護保険 ・自立支援法領域 との連携 を視野に入れ

た取 り組みを求めるものである。

介護保険制度は在宅生活を支援す るサー ビスの要であ り、医療の急性期化 ・回復期化 を受 け、国

は 「介護保険においては維持期の状態 に対応 し、主 として身体機能の維持および生活機能の維持 ・

向上を 目指 した リハ を行 う」 とし、2006年 の制度改定の際に効率的 ・効果的 リハのあ り方を示 し

た。施設サー ビス(入 所)、 居宅サービス(通 所 ・訪問)に おいて も、これ らを具現化す る仕組み

として リハマネジメン トに基づ く、短期集中 リハ とい う考 え方が導入 された。短期集中型でADL、

IADL等 の応用的 ・社会的適応能力の向上 に結 びつ く効果 を示す よう求め られ、介護報酬上の加算

が設定 された。また予防重視型 システムへの転換 として、予 防給付の見直 しと地域支援事業が創設

された。2009年 の介護保険制度の見直 しを控 え、施設系サー ビスは介護療養病床が2012年 度まで

に全廃 にな り、2008年 度よ り新 たに設け られた介護療養型老 人保健施設への転換が進められてい

る。制度改定の方向性 は居宅(特 定施設等 を含む)系 サー ビスの充実であ り、リハ関連では、通所

リハの短時間型等の時間枠検討、訪問リハの普及 にむけた仕組みの検討が行 われている。

障害者施策においては、2005年 に身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児

童福祉法 をまとめた 「障害者 自立支援法」が成立 し、3障 害の統合化 と市町村責任の明確化等の地

域移行支援の導入を特徴 とし、2006年10月 に全面施行 された。障害者 自立支援法の一つの柱 には

障害者の就労 ・働 く支援が掲げ られ、「就労移行支援」や 「就労継続支援」等の事業の創設、福祉 ・

雇用 ・教育分野 との連携の強化等、地域で 自立 した生活を送る支援 の充実 を目指す もの となってい

る。 また、精神保健福祉施策において も、「入院医療中心か ら地域生活中心へ」という考え方に基

づ き、精神障害者退院促進 と精神障害者の地域生活支援策を強化す る方向にある。障害者 自立支援

法は2010年 の抜本的な見直 しに向けて、2008年 に一部見直 し等の緊急措置が講 じられている。

教育領域 においては、文部科学省か ら 「21世紀の特殊教育の在 り方 につ いて(最 終報告)」(2001

年)、 「今後の特別支援教育の在 り方(最 終報告)」(2003年)が 発表されて以来、障害 を有する児
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童生徒 に対する教育の一層の充実を図るとい う観点か ら、学校の役割や機能、新たな教育ニーズに

対応するための システムの必要性 や学校での支援体制の充実 に焦点を当て、障害の種別や程度を超

えた特別支援学校のあ り方、通常学校 における軽度発達障害への対応について様 々な取 り組みが行

われてきた。これ らの報告 にある、①特別支援学校にお ける重度 ・重複化 している障害児の教育へ

の対応 とともに通常学級に在籍する軽度発達障害の こどもへの対応、②特別支援教育が従来の教員

によるものだけではな く、教員 と作業療法士 を含む保健医療専 門職 を含 む様 々な専門職 との密接 な

連携の下に行われること、を踏 まえて、具体的な市町村 レベルでのシステム作 りがモデル事業等 を

通 して推 し進め られている。 さらに、2007年4月 には 「特 別支援教育」が学校教育法に位置付け

られ、すべての学校、学級 において、障害のあ る児童生徒の支援をさらに充実 してい くこととなっ

た。

また、医療観察法が2005年 に施行 され、殺人などの重大な罪を犯 しなが ら心神喪失を理由に不

起訴や無罪になった触法精神障害者 に対する治療 と、社会復帰 を目的 とした司法精神医療 を専門と

する施設の設置が進んでいる。

5.重 点事項(ス ローガン)の 位置付 け

「作業療法5ヵ 年戦略」の活動開始年度(2008年)の 、4月7日 国家試験発表後の有資格者は42,354

名であ り、4万 人を超える作業療法士が活躍す ることとなった。2008年4月1日 時点の有資格者

数は38,097名 であった ことか ら、実 に単年度で5,149名 の新人作業療法士が誕生 したことになる。

また2008年4月 現在の養成校は169校(192課 程)で あ り、2008年 度の入学定員は7,500名 を超 え

る。卒業者数を2005年 時点の数 とした場合の有資格者を推計(国 家試験合格率90%と 仮定)す る

と、「作業療法5ヵ 年戦略」最終年度(2012年)の 有資格者数は約60,000人 となる。

作業療法士が今後5ヵ 年の うちに約20,000人 増 となる背景 も踏 まえ、前節において 「地域生活移

行」 という国の施策の方向性 に対 し、協会は積極的に取 り組む姿勢を示す必要があ る。

そこで、「作業療法5ヵ 年戦略」の策定にあた り協会が重点的 に取 り組 むべ き課題 として、「地域

生活移行支援の推進～作業療法5(GO)・5(GO)計 画～」 とい うスローガンを掲 げた。作業療法

をよ り必要 としている領域、さらには作業療法が貢献で きる領域への職域拡大 も含め今後5ヵ 年の

内に、入院医療 を中心 とした医療の領域 に5割 、保健 ・福祉 ・教育等の領域 を含めた身近 な地域生

活の場 に5割 の作業療法士配置を 目標 とする。今回の 「作業療法5ヵ 年戦略」では、このス ロー ガ

ンを実現可能 なもの とす るため、よ り具体的な行動 目標 を設定 し、ス ロー ガンに直結する項 目には

「OT5・5PLAN」 として強調 した。重点事項 としてのスローガ ンは、医療 と地域生活支援の両サー

ビスに またが り、医療 か ら介護 ・福祉へ の円滑 な移行 を推進する担い手 として、作業療法士 は重要

な役割 を果たすことを明言す るものである。

23



第2章 「作業療法5ヵ 年戦略」の行動計画

1.学 術的基盤の強化

1)作 業療法の理念並びに専門技術の明確化

作業療法 を取 り巻 く諸制度(医 療保険 ・介護保険 ・自立支援法 ・特別支援教育等)の め まぐる し

い改革や、社会情勢の変化 に伴 い作業療法の対象領域 は広が り、保健 ・医療 ・福祉 ・教育 ・就労 関

連領域等、多様な分野において役割 を果たす必要が生 じている。また、予防か ら始 ま り、急性期、

回復期、そ して維持期 ・終末期 など病期別 ・疾患別の治療 ・指導 ・援助 内容が異な り、また、医療

機関 ・居宅 ・地域 における施設 など作業療法 を行 う場所 も多様化 している。この ような背景を踏ま

え作業療法の理念お よび役割 を明確 にし、根拠に基づ く作業療法を提供 しなければならない。2006

年 に改定 した 「作業療法 ガイ ドライン」 は作業療法 の概要や枠組み を内外 に伝 える ものであ り、

2008年 発行の 「作業療法 ガイ ドライ ン実践指針」は作業療法士の実践 を支える具体的手順や事例

を提示 した。今後は、病期別 ・疾患別作業療法の具体的な枠組みの提示が急がれる。また、新 たな

作業療法マニュアルの作成な ど、時代の変化、社会的ニーズに合わせ対応す る必要がある。

2)学 術的成果の蓄積 と公表 の推進

作業療法士は作業療法サー ビスの質を向上 し実践能力 を高めること、新たな専 門的知識や技術の

開発に努める必要があ り、学術的研究活動 を積極的に行 う専門職 としての基盤を培 う必要がある。

この学術的研究活動 を推進するために、協会は学会や機関誌 を通 じ作業療法の実践 について集約 ・

検証 して きた。 さらに、2005年9月 よ り事例報告登録制度を創設 し、2007年 には登録 された事例

か ら成る作業療法事例報告集を作成 した。 また、2006年 度 より研究体制の支援 を目的 とした課題

研究助成制度 も創設 した。これは、作業療法効果を検証す る研究に対 しての助成であるが、学術的

基盤 を強化 し実践技術の向上 を図る ものである。しか しなが ら、これ ら両制度は、現状では会員に

広 く周知 され利用 されているとは言い難い。また事例登録報告制度に留 まらず、会員自身が 自己研

鑽による作業療法の質の向上 を目指す上で も事例集積は行 う必要があ り、「作業療法5ヵ 年戦略」に

おいては、「学術 的基盤 の強化」の中心に事例集積を据えて積極的 に取 り組 む。

日本作業療法学会は基礎研究や臨床的実践の発表の機会 と位置付け、学術的成果の公表の場 とす

る必要がある。また学会を通 じて他職種 との学術交流 を進めるために、他職種の 日本作業療法学会

への参加のあ り方についての検討や他団体学会 との共同開催等 も含めた学際的取 り組みを推進する。

さらに学会のあ り方の検討 と併せ、全国研修会、生涯教育制度における研修会、事業部担当研修会

の役割 を検討 し、効果的な研修会のあ り方 を整 える必要がある。

また作業療法の対象領域は多岐に渡るため、その成果を検証するには多角的な研究デザ インが必

要であ り、報告 された研究報告を精査 し新たな研究プロジェク トの組み立ても可能に しなければな

らない。さらに、作業療法の現場で働 く会員 に対 して研究活動の支援、他団体 との共同研究等の企

画調整 も必要 とされる。
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2.臨 床的課題への取 り組み

1)円 滑 な地域生活移行への推進

①急性期への対応

医療の領域 においては、急性期、回復期 における作業療法の業務や効果 を明示するため、急性

期 における疾患別作業療法マニュアルを作成する必要がある。この急性期マニュアルは、急性期

か ら回復期 に向けた作業療法 に結び付 ける作業療法のアプローチ を明示す るものである。また急

性期医療では、質の高い医療 を効率的に提供す ることを目指す包括払い方式の導入が進め られて

いるが,出 来高払 いとされている リハにおいても、今後包括評価 に移行することを視野 に入れた

作業療法研究 にも取 り組む。

②回復期への対応

回復期 リハ病棟の要件に、居宅等への復帰率や病棟にお ける リハ実施状況等 を評価す る「質の

評価」が試行的に導入 されるため、今後の対応 として期間 ・重症度 ・効果等の状況調査 を行 う必

要がある。また、急性期 ・回復期 における作業療法 アプローチは疾患別に捉えてお く必要があ り、

神経筋疾患 ・変性疾患 ・リウマチや新生児への対応 もその中に含む ことが望 ましい。

③医療 か ら地域生活への移行

医療か ら地域生活移行の推進に向け、地域連携 クリテ ィカル ・パスの導入が進んでいるのに合

わせ、地域生活移行 に向けたケースマ ネジメン トモデルを提示 し、作業療法の役割 を明示する必

要がある。また診療所機能が評価 され ることを踏 まえ、地域 における医療機関 との連携 を緊密 に

行 うことや、地域 における作業療法の役割 を明示するためにも、診療所等の医療機関における通

所 リハ ・訪問リハの拡充 に積極的に取 り組 まねばな らない。

④内部障害への対応

内部障害においては、2006年 度の診療報酬改定 にて呼吸器 リハ、心大血管疾患 リハに作業療法

士の配置が施設基準か ら除かれていたのが、2008年 度の改定では、呼吸器 リハに関 しては作業療

法士の配置が認め られた。このことは2006年 改定後に、呼吸器 リハにおける作業療法の実態調

査や実践報告等に積極的 に取 り組 んだ ことも良い結果 に結 び付 いた と考える。しか しなが ら、心

大血管疾患 リハに関しては2010年 度の改定に向け、これ らの疾患に関わる作業療法の有効な実

践報告の提示 に力 を注 ぎ、施設基準 に組み込 まれるよう努めな くてはならない。

⑤維持期への対応

介護保険制度における リハは、医療 における急性期化、回復期化対応を受け、維持期 リハの役

割 を担 うことになっている。協会が公表 している2007年9月 現在の領域別配置 によれば、介護

保険3施 設、す なわち指定介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設

に勤務す る作業療法士 は、会員の20%強 を占めている。特に介護老 人保健施設 は、理学療法士 ・

作業療法士等の配置が義務付けられ、リハ施設 として在宅復帰 を支援することがその役割 として

期待 されて きた。 しか し、入所 は100床1人 、通所 リハは20人 に0.2人 とい う人員配置基準の問

題、さらに訪問 リハの仕組みの複雑 さ、訪問看護7と の報酬単位の差異 などか ら訪問 リハの普及

が進 まないな ど、維持期の リハ を担 うには厳 しい状況 にある。協会 として介護保険制度における

リハサービスの質を担保するために、また今後 も増加する作業療法士 の現状 を踏 まえ2009年 度
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の改定に向け、人員配置基準の引 き上げ、報酬単価の引 き上 げ、訪問リハステーション創設の要

望を行っている。そのためには、入所 ・通所 ・訪問における短期集中 リハ、現在検討 されている

短時間型通所 リハ等、効率的 ・効果的 リハのあ り方 に対 して作業療法の介入効果 を示す ことが急

務である。通所 ・訪問サー ビスにおける予防給付対象者へ のアプローチ、市町村事業である地域

支援事業(一 般 ・特定高齢者)へ の参画、地域密着型サー ビス、特定施設等 も含めた幅広い分野

において作業療法の関わ りを明示することが必要 とされる。また、介護老人福祉施設(特 養)や

介護療養型老 人保健施設(旧 、療養型病床群)に おける終末期、あるいは在宅での終末期 に関わ

る作業療法の実践 の蓄積 も近い将来必要 とされる。

⑥緩和ケア ・ホスピスへの対応

緩和ケア・ホス ピスにおける作業療法はこれ まで も実施 されているが、実践例の報告は少ない

こともあ り、今後事例集積 を通 じた成果の検討 を重ねてい く必要がある。また、がん対策 に関 し

ては国が今後重点的に取 り組むべ き事項 として取 り上げてお り、大学教育で行われる文部科学省

の補助金事業 「がんプロフェッシ ョナル養成プラ ン」にすでに関わっている作業療法士 の報告等

を待ち、具体的 な緩和ケアについての指針 を示す必要がある。

⑦精神障害者の入院医療への対応

精神障害者の療養生活支援 に関 しては、2008年 の診療報酬改定に も示 されたが、入院早期か ら

在宅への移行支援 を推進す ることが強調 されている。作業療法が早期 に介入 しその効果を示すた

めにも、急性期 における事例の集積並 びに作業療法マニュアルの作成 を急がなければならない。

また継続入院者 に対す る退院支援計画に基づ く精神科地域生活移行支援、また5年 以上の長期入

院者に対する退院調整、入院期 間3ヵ 月未満の精神科退院前訪問指導の強化、退院後の地域生活

継続支援のための精神科訪問看護の充実な ど、地域生活移行支援が全面的に示 されている。作業

療法は急性期に限 らず、どの時期 にどのような介入をすることで地域生活への移行を支援す るの

が可能 となるか を具体的 に示す必要がある。

⑧司法精神医療等への対応

司法精神医療 においては医療観察法に より、指定医療機関にて手厚い多職種 による包括的な

チーム医療が行われ る。多職種の中で作業療法士はケアマネジメ ントに基づ き、対象者への生活

管理能力、問題解決能力、対 人関係技能などを評価 し、支援することが期待 されてお り、チーム

医療 の視点か ら入院 ・通院医療機関における作業療法が重要な役割を果た している。制度が施行

されてからの期間が短いことや国の計画通 りに指定医療機関が増えないことなど課題 も多 くみ ら

れ るが、新 しい法制度の枠組みの中でいち早 く作業療法の役割や効果 を提示 し普及を図ることが

必要である。

また、刑務所の社会復帰促進セ ンターにおいては、配置 されている作業療法士の実践内容を積

極的に学び、 この領域 に求め られる人材の一人として配置の要請に応 える必要がある。

⑨認知症 への対応

認知症においては、協会が作成 した 「認知症高齢者 に対する作業療法の手引 き」を基に、医療

機関におけるせん妄状態等の混乱期 にある早期認知症 の対象者に対す る効果的な作業療法か ら、

その後の介護保険を活用 した地域生活への移行 をスムーズに図る作業療法の支援を、これまで以
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上に積み重ねてい く必要がある。実際は、早期認知症 であって も地域 の中で支 えている現状や、

医療サービスより先に介護保険サービスを利用 している事例 もあることか ら、適切 な支援のあ り

方を地域か ら発信す ることも重要である。また、認知症の家族 を地域で支 える支援 も、協会作成

の 「認知症高齢者を抱える家族向けマニュアル」を有効 に活用 しなが ら市町村事業に参画 し、医

療 ・生活介護の両面か ら支援す ることをこれ まで以上 に推 し進める。

2)福 祉 ・教育 ・職業関連領域における作業療法の確立

①地域包括支援センタ―における役割

介護保険法の改正により地域包括支援セ ンターが新たに創設 されたが、その主な役割 は総合相

談 ・支援 、介護予防マネジメ ント、包括 的 ・継続的マネジメン トであ る。作業療法士は配置職種

としては定め られていないが、基本的 ・応用的能力の側面か らの適切 な助言、心 身機能の課題 に

合わせた介護予防プランの提案、福祉用具の適合 を含めた環境 資源の活用に関する指導等、多様

な課題を持つ高齢者の社会的適応能力の向上 に貢献で きる職種であることを提示 し、配置の要望

を引 き続 き行 う。

②特別支援教育への対応

特別支援教育においては、作業療法の関わ りがどのような視点か ら必要 なのか を明示 しなけれ

ばな らない。文部科学省 に よれば、小 ・中学校の通常 学級 に在籍す る児童生徒の うち、LD、

ADHD、 高機能 自閉症 により学習や生活面で特別な支援が必要 な児童生徒が、約6%程 度の割合

で存在す る可能性があるとされてお り、適切 な指導が求め られている。これ ら障害のある児童生

徒の応用的 ・社会的適応能力を支えるため、作業療法士 はこれまでの児童福祉法関連施設、養護

学校(特 別支援学校)か ら、学校(通 常学級、特別支援学級)と いう学 びの場での支援 を行 うこ

とが求められている。しか し、特別支援教育に作業療法が貢献で きることを示すためには、医療

との連携、生活 ・学習用具の工夫、家族 との密 な連携等、具体的な取 り組みか ら実績 を積む必要

がある。

③障害者 自立支援法 への対応

障害者 自立支援法のサー ビスには介護給付 、訓練等給付、自立支援医療、補装具費等の個別給

付事業 と権利擁護事業、日常生活用具の給付 ・貸与事業、地域活動支援セ ンター、福祉 ホーム等

の地域生活支援事業がある。厚生労働省が示 したこれ ら新制度に関わる指定基準では、介護給付

の生活介護、訓練等給付の 自立訓練(機 能訓練)に 作業療法士 の配置が明記 されているが、作業

療法士が力を発揮で きると思 われる介護給付の児童デイサー ビス、訓練等給付の 自立訓練(生 活

訓練)や 就労移行支援、お よび就労継続支援 には配置が明記 されていない。新制度への移行は平

成18年 度か ら5年 間であることか ら、今後 も作業療法士 の配置 を働 きかけてい くことが必要で

ある。また、介護給付や訓練等給付に必要な市町村審査会 における障害程度区分の判定には、医

学的知識および障害者の生活支援を実際に行 っている作業療法士 の視点が役立つ。したが って各

市町村審査会 にも作業療法士が参画することを勧 めてい く。

④福祉用具関連への対応

福祉用具に関 しては、介護保険 ・障害者 自立支援法の両制度の下、自助具 ・補装具、日常生活

用具な どを活用 しなが ら作業療法士 は自立支援 ・生活支援 を実践 して きた実績がある。作業療法
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士は福祉用具の専門家であることを再認識 し、適正 な福祉用具の活用が図 られるよう、福祉用具

の選定お よび適合の技術 を普及 してい く必要がある。

3)保 健 ・健康増進領域における対応

①介護予防事業への取 り組み

平成18年 度 よ り新たに介護保険の対象 となった新予防給付(要 支援1、2)に おいて、運動

器 ・口腔 ・栄養がその加算の対象 として挙げ られ、市町村事業 として実施 される特定高齢者 ・一

般高齢者の介護予防地域支援事業においても、このプログラムが組 まれるようになっている。し

か し、介護予防に必要な活動 は画一的なサー ビスに留 まらず、個 々のニーズに合 った多様な諸活

動(ア クティビテ ィ)を 用いたプログラムが有効で もある。したがって諸活動 を用いた介護予防

プログラムを作成 し、作業療法の重要性 と作業療法士の介入による健康増進や介護予 防、自立支

援効果 を示 し、普及 させ ることが作業療法士に とって喫緊の課題である。

②行政 における役割

市町村事業に関与する作業療法士の実態については、日本理学療法士協会 とともに日本公衆衛

生協会の助成金による地域保健総合推進事業の一環 として、これ まで継続的に調査お よび研修会

を実施 して きた。これ らの研究 ・研修に基づ き、地域包括支援 セ ンター機能 に対する働 きかけを

含め、市町村 圏域 における作業療法士の介護予防事業への参画を積極的に促進 させ ることが重要

な課題である。また行政機関に専従する作業療法士 のネッ トワークを構築 し、行政サイ ドか ら考

える作業療法士の役割 を広報することも重要な取 り組みの一つである。

③健康増進事業への対応

就労支援や精神保健領域 におけるメンタルヘ ルスケアに関 し、予防的観点か ら作業療法士 は関

わ りを持っている。精神面での健康度 を高める作業療法士 の役割 もまた提示する必要がある。ま

た高齢者や障害者への関わ りに留 まらず、乳幼児健診等 を含めた母子保健事業 に参画 している実

態 を探 るとともに、母子保健事業における作業療法士の役割 を明示 し、妊娠 ・出産 ・子育てを含

むあ らゆる世代の健康に関わる取 り組みを進めてい く必要がある。

3.教 育的課題への取 り組み

1)養 成教育の改革

2006年 度 より協会内に養成教育部が新設 され、 さらに内部委員会 として教育問題検討委員会が

新設 された。この委員会が行 った養成校教員に対 してのア ンケー トおよび第1回 教育問題検討会報

告 によると、教員数の問題、臨床実習施設確保の問題、コアカリキュラムの整備等、作業療法教育

の抜本的見直 しに着手すべ き時 にある。作業療法は、近年の社会情勢の変化に よる職域の広が りか

ら、医療 ・福祉 ・保健 ・介護 ・教育等の分野に介入が求め られている。このため、作業療法教育の

質を高めるとともに教育課程の再構築 を図 り、「作業療法士教育の最低基準」見直 しに着手す る必

要がある。また、教育の質の向上 を目指す研修内容の開発や、さらには協会独 自の長期的な教員研

修プログラムの作成に着手するなど、教育の質を担保す るシステムを協会 として早急 に確立 しなけ

ればならない。 また、臨床実習施設確保の問題は、先の アンケー ト調査では約75%の 教員が大 き

な問題 として捉 えていた。この問題は2004年 度時の調査結果 と変化がない ことか らも、臨床実習
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指導者の基準の問題、実習施設基準の問題、臨床実習指導者の指導力の問題等の課題 と併せて具体

的な対策を打ち出す必要がある。

2)生 涯教育の充実

協会では、作業療法士の質の向上を目的 として1998年 度に 「生涯教育単位認定制度」を導入 し、

第三次長期計画に掲 げた 「専 門作業療法士制度の検討」を踏 まえ、2003年 度 より 「生涯教育制度」

として改正 した。これにより、一定水準以上の質を有す る作業療法士 を協会が 「認定作業療法士」

として認定する資格認定制度 を導入 した。2009年 度には 「専 門作業療法士」 として、 まず福祉用

具 ・認知症 ・ハ ンドセラピーの導入を検討 している。「認定作業療法士」が誕生 して2008年 度で5

年を迎 えるが、2006年 度認定作業療法士の新規認定者数は予想 よ りはるか に少な く、現時点では

この制度が会員に広 く周知 されてお らず、会員にとって有益な仕組み となっていない構図が伺 える。

具体的な対策 として、認定作業療法士の社会的認知度・地位の向上 を高める取 り組みを早急 に行 う

必要がある。

また 「作業療法 白書2005」 の報告では、学会参加等における参加経費が職場 で保証 されている

会員は60%強 であるが、他 の研修会等への保障に関 しては明 らかではない。協会関連の研修会等

の件数は増加 しているが大都市部 に集中してお り、地方に勤務する作業療法士 にとっては時間的 ・

経済的負担 は大 きく、自己研鑽の機会が得難い現状 にある。作業療法の対象者が、全国各地 どこに

住 んでいて も質の高い作業療法 を受 けるためには、この ような地域格差 について も協会 として各

都道府県士会 との連携 を含 めた対策が必要であ る。このような背景 も踏 まえ、マルチメディアを活

用す るなどの研修実施方法の多様化は喫緊の課題である。

4.国 際交流 ・国際貢献への取 り組み

1)国 外作業療 法団体 との交流、支援

日本が国際社会の一員である以上、作業療法士 もまた対象者の国籍を問わず作業療法を提供する

という国際的貢献が求められる。 日本は1972年 に世界作業療法連盟(以 下、WFOT)に 正式加盟

し、現在では作業療法士数、養成校数 ともに世界で有数の加盟国となっている。しか し国内におけ

るWFOT個 人会員数は多 くない ことか ら、個人 レベルでの国際的関心はあま り高 くない と考 える。

協会は国際交流活動の推進を掲げ、2014年 のWFOT世 界大会招致に向けて活動を開始 した。また

前述の招致活動を含め、他国作業療法士団体 との交流および支援活動 を推進す る上で、会員の国際

的視野を育む取 り組みが必要 とされる。

2)海 外への人材派遣 、海外 からの研修受 け入れ

国際協力機構(以 下、JICA)が 行っている青年海外協力隊(以 下、JOCV)事 業 において、作業

療法士 の派遣実績 は1976年 以来延べ165名 になる。JOCⅤ の派遣に関 しては、協会代表が人材の選

考に当たるとともに、リハに関わるJICA事 業にも協会代表が国内委員会の委員 として参画 してい

る。協会国際部は青年海外協力隊等の経験者を中心 に、「国際的に活躍で きる作業療法士」として

の広報活動を 日本理学療法士協会 と共催で行っているが、派遣先での実践内容、帰国後の再就職、

経済的支援 に関す る情報 を協会が収集できるような体制整備を含め、一層の推進が必要である。現

在、海外か らの作業療法士等の受 け入れについては、協会がJICAお よび国際医療技術交流財団(以
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下、JIMTEF)の 委託を受け、日本国内の研修機会 を提供 している。今後は協会独 自で海外、特に

作業療法分野が発展途上にある国々か らの人材 を受け入れる体制 を、他の国際交流機関と連携 を取

りなが ら推 し進める必要がある。

5.協 会組織の機能再編

1)協 会体制の基盤整備

「作業療法5ヵ 年戦略」を推進する際に協会機能の基盤 整備は必須項 目であ り、特 に社会情勢の

変化に速やかに対応 し判断を下すためには専従役 員の配置が不可欠である。専従の利点 を具体的に

検討 し完成年度である2012年 までには具体的な方向性 を示す。また、協会資産 となる資料管理(事

務所の拡充等)の ための環境整備、出版や研修事業、商品開発 ・商品化等 を視野 に入れた収益事業

を行 う仕組み(別 法人の設立等)を 検討、事業の効率化 を図るため一層の委託化 にも着手する。こ

れ らを推進す る上で財政的基盤 を強化す る必要があ り、法 人運営費に関連する支出が大幅に増える

ことを視野に入れた予算編成、会員の急激な増加 を支 えるための研修事業等の拡大、作業療法対象

領域の拡大に伴 う対応等、事業費の効率的運用のあ り方 も含めた検討が必要である。さらに公益法

人制度改革 を控え、公益社団法人化 を視野に入れた協会運営のあ り方の整理 も必要になる。この よ

うな背景 を踏 まえ、「作業療法5ヵ 年戦略」においては公益社団法人化の推進 を念頭 に、安定的な

協会運営 をするための財政的基盤(会 費徴収等)の 強化 と協会事業の効率的運用 を目指 し、協会組

織の機能再編 を大項 目の一つ として挙げた。

「作業療法5ヵ 年戦略」は期毎に検証 し、新たに必要 となる調査資料等 を収集 し、次期長期 ビジ ョ

ンの策定が行 えるよう組織的な取 り組みに着手す る。次期長期 ビジョンの策定には、領域別配置の

長期的なシ ミュレーシ ョンも含め、戦略的なビジョンを示す ための調査 ・研究を行 う必要があ り、

現在の企画調整委員会機能の強化を含め多角的に検討 し、あるべ き姿 を具体的に示すことがで きる

体制 も構築す る。

2)協 会機能の評価 と効率化

制度改革等 に迅速 に対応 して きた理事による渉外活動であるが、さらにその活動を戦略的 ・効果

的に行 うために現状 の渉外活動 を検証 して効率化 を図る仕組みを検討 し、これ ら渉外活動を支える

ための協会事務局機能の強化、協会理事 の役割の再確認等 を行 う。さらに公益法人 としての責務を

果たすために、協会事業の機能評価 を実施 し内外に活動の透明性 を示す必要 もある。すでに事業評

価 は導入 されているが、協会独 自の機能評価 システムを作 り上げることで迅速な開示がで きるよう

に努めると共に、機能評価 を通 じ研修事業の効率化 を図る。また、都道府県作業療法士会との連携

強化が必要であ り、協会 との情報の共有化を促進 し士会独 自の活動 を支援する仕組み も同時に構築

してい く。そのためには協会 と都道府県作業療法士会 との合同研修の機会 を増やす活動が必要であ

る。

3)協 会情報の管理 ・運用

情報のスピー ド化が進む現代 において、双方向型の情報共有化 は極めて重要な課題である。現在

の ところ、協会ホームペー ジや調査部が窓口として進めて きた士会組織 との システムを活用 し、会

員への普及を強化する必要がある。身近 に情報を入手で きるメールマ ガジン等の媒体活用を検討す
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ることも含め、紙媒体 ・電子媒体のあらゆる手段 を講 じて情報の管理 ・配信 を行 うものとする。

4)公 益法人制度改革への対応

公益法人制度改革 に伴 い、法律施行後5年 以内に公益社 団法人への移行の申請が必要である。協

会は公益社団法人化 を目指 し、協会内で検討す るための勉強会を開催 してお り、制度の動 向をいち

早 く情報整理 して改革 に向けた具体的方針を早急 に打 ち出す と共 に、士会組織 における改革への対

応 ・法人化推進 を協会 として支援する仕組み を検討す る。

5)人 材活用に関する対応

地域に安定的に作業療法士を供給することを目的に、離職者のための復職支援 に協会として取 り

組み、そのための離職者へのニーズ調査 を実施 し、どのような支援 の仕組みが必要であるか を整理

して復職支援体制 を構築す る。その一環 として、「作業療法5ヵ 年戦略」のスローガ ンとしている

地域生活移行支援 を念頭 に、保健福祉領域の他団体 との連携 した研修会等を企画 し、離職者 と求人

団体等 との橋渡 し的なイベ ン ト開催 も検討す る。また、作業療法の新たな分野への要請、モデル事

業的な国の施策に対す る人材輩 出の要請があった際 には、迅速に対応するための人材バ ンク的な人

材管理 システム も今後検討 しなければならない。

6.作 業療法の普及 ・啓発

1)広 報活動の強化 ・推進

作業療法の普及 ・啓発 はさらに強化する必要がある。少子化に加え養成校の急激な増加による定

員増 もあ り、1校 あた りの受験者数が減っている現状 を鑑み、小 ・中 ・高校生や さらには地域住民

も含めた広報戦略 を明確に打ち出し、作業療法が もっ と身近な もの となるよう戦略的に取 り組む必

要がある。将来の作業療法の質の担保のために も最優先事項 とす る。この広報戦略の一環 としてメ

ディアの活用を含めた外部の専 門業者への委託 も検討 し、さらにインターネッ トを有効 に活用 して

一般者か らのアクセスが増 える仕組みを検討するなど、ホームページ機能の強化を図 る。

2)地 域 ・社会貢献活動

公益社団法人を目指すことを視野に、公益研修事業を強化 し、併せて作業療法の普及 ・啓発 を推

進する必要がある。この公益研修事業が どのような形であれば国民 に貢献で きる事業になるかの検

討か ら開始 し、積極的 に展開す るための専 門委員会 を設置す るよう検討する。

また地域貢献の一環 として、大規模災害時に作業療法士が貢献で きる役割 を明示 し、具体的な作

業遂行マニュアルを作成することで迅速な災害時対応が可能な体制 を構築す る。作業療法十の人材

派遣の要請があった際 に、派遣 を速やかに推進するための対策委員会を設置 し、人材 の供給 を迅速

に行える体制を構築す る。

へ き地における作業療法の取 り組みが どの ようになっているのか を調査 し、人材の ネッ トワー ク

化 を検討するなど、どこにいても共通に作業療法サー ビスが受けられる仕組みの構築に向けた取 り

組みにも着手す る。
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第3章 「作業療法5ヵ 年戦略」の実施計画

今回提示する 「作業療法5ヵ 年戦略」は、「達成課題項 目と具体的行動 目標」 として整理 し、6

の大項 目と19の 中項 目、69の 小項 目、そ して活動 に具体性 を持たせ ることを目的 とした144の 具

体的行動 目標 によ り構成 されている(表1)。 加 えて、重点的スローガン 「地域生活移行支援 の推

進～作業療法5(GO)・5(GO)計 画～」を掲げ、「作業療法5ヵ 年戦略」の目指すべ き方向性 を明

確に した ものである。しか し従来の医療 関連領域、保健福祉等関連領域 という大 きな仕切 りを示す

ものではなく、医療か ら地域生活移行の流れの中で途切れることな く作業療法サービスを提供すべ

く、医療で提供 される質の高い作業療法 を地域生活の場で定着 させることを目指すという意味を込

めた ものである。

さらに今回の 「作業療法5ヵ 年戦略」においてはロゴマーク(図1)を 作成 し、作業療法の普及 ・

啓発の取 り組みの一環 としてあ らゆる広報手段 において活用 し、「作業療法5ヵ 年戦略」を内外 に

向けてア ピールする ものである。
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おわ りに

今回の 「作業療法5ヵ 年戦略」では、2008年 か ら2012年 までの中期的なビジ ョンにて策定 した

ものになる。5ヵ 年 は制度の変革のスピー ドに照 らし合わせ るとす ぐに経過 して しまう。活動計画

の見直 しも必要に応 じ適宜迅速 に行 うことを前提 に しなければならない。そのためには上期 ・中

期 ・下期毎の進捗状況調査は必須であると考 える。また、すでに次の5ヵ 年 を視野に入れて作業に

入ることが必要であ り、常 に動 き続けていることを念頭 に、この新 しい 「作業療法5ヵ 年戦略」が

協会並 びに会員諸氏の作業療法活動の指針 となることを期待 している。

企画調整委員会

委員長 土 井 勝 幸

委 員 小賀野 操 澤 田 明 美

長谷川 敬一 三 崎 一 彦



表1「 作業療 法5ヵ 年戦略」 の達成課題項 目と具体的行動 目標

重点的 スロ―ガン:「 地域生活移行支援の推進 ～作業療法5(GO!)・5(GO!)計 画～」

大項
目 中項目 小項目

重点事項

OT5・5PLAN

具体的行動目標
違成時期

上期 中期 下期

主となる関連部署

1

学
術
的
基
盤

の
強
化

1)作業療法の理
念並びに専門技
術の明確化

①作業療法実践の役割と機能の明示
2012年 「作業療法ガイドライン第5版 」を発行する ○ ◎ 学術部

介入時期別 ・疾 患別作業療法の枠組みを提示し,マニュアルを作成する ○ ◎
学術部・保健福祉部・

保険部

②ガイドライン・ガイドライン実践指針 ・マニュアルの普

及

普及啓発のための解説用資料を作成し,研修会を実施する ◎
学術部・事業部・
生涯教育部

ガイドライン簡易版を作成し,ホームページ上で一般の閲覧を可能にする ○ ◎ 学術部・広報部

養成教育におけるガイドライン実践指針の活用を促す ◎ 養成教育部

マニュアルを常に最新版に更新するための組織体制を整備する ○ ◎ 学術部

③作業療法で用いる用語を整理する キーワード集の整理を行い,重 要な用語 を選定 し「作業療法関連用語解説集」を編集する ◎ 学術部

2)学術的成果の
蓄積と公表の推
進

①学術研究活動の推進

OT5・5PLAN 課題研究助成制度の普及・啓発を促進する ◎ 学術部・生涯教育部

OT5・5PLAN 学術研究プロジェクトを立ち上 げ,作 業療法 の効果を検証する ○ ◎ 学術部

OT5・5PLAN 学術研究を推進するためのネットワーク化を検討し推進する ○ ◎ 学術部・生涯教育部

②学術研究成果公表の場の充実・整備
学術誌としての機関誌「作業療法」の内容並びに増刊を検討する ○ ◎

機関誌編集委員会・

学術部

学会の学術的あり方を提示し,研究報告を中心に据えた学会を推進する ○ ◎
学会評議委員会・

学術部

③事例報告登録制度の促進

普及啓発のための解説用資料を作成し,研修会を実施する ◎ 生涯教育部・学術部

都道府県作業療法士会と連携し,普及のあり方を検討する(モデル士会の選定等) ○ ◎
生涯教育部・学術部・

都道府県作業療法士会

登録された事例報告を分析し,介入時期別・疾患別作業療法の役割と機能を示す ○ ◎ 学術部・生涯教育部

④学際的学術交流の推進

学会における他職種の参加・発表のあり方を検討し,学会を通じた学術交流を推進する ◎ 事業部・学会評議委員会

他職種の学会との共同開催等を含めた相互交流のあり方を検討する ◎ 学会評議委員会

関連諸学会において作業療法の有用性を示す ◎ 学術部・生涯教育部

⑤国際的学術交流の推進 国外の研究者の招聘・共同研究を推進する ◎ 国際部・学術部

①急性期における作業療法業務の明示
OT5・5PLAN 作業活動に関連付けた急性期(各種疾患)作業療法マニュアルを作成する ○ ◎ 学術部

OT5・5PLAN 包括的医療制度(DPC)における作業療法導入に関する費用対効果を検討する ◎ 保険部・学術部



1)円渦な地域 生

活移 行への推進

②回復期における作業療法効果の明示 OT5・5PLAN 質の評価(成 果制)導 入に向けた期間 ・重症度 ・効果等の状況調査を行う ◎ 保険部・調査部

③地域生活移行の推進に向けた取り組み

OT5・5PLAN 地域生活移 行におけるケースマネジメントモデルを提示する ○ ◎
保健福祉部・学術部・

生涯教育部

OT5・5PLAN 地域連携パスにおける作業療法の役割を明示する ◎ 保健福祉部・学術部・
生涯教育部

OT5・5PLAN 地域の 医療機 関に向 けた訪問 ・通所 リハビリテーション事 業推進 キャンペーンを実施する ○ ◎ 事業部

OT5・5PLAN 医療から地域生活移行への全体的な流れを整理する研修会を開催する ○ ◎ 保健福祉部・学術部・
生涯教育部

④内部障害における作業療法業務の明示と普及促進

OT5・5PLAN 事例集積に基づいた内部障害における作業療法効果を提示する ◎ 学術部

OT5・5PLAN 内部障害における作業療法マニュアルを作成する ◎ 学術部

OT5・5PLAN 内部障害の啓発研修会を実施し,生涯教育プログラムにおける研修会を定着させる ◎ 学術部・事業部・
生涯教育部

⑤緩和ケア・ホスピスにおける役割の明示

OT5・5PLAN 終末期 における類型別事例集積,並 びにマニュアルを作成する ○ ◎ 学術部

OT5・5PLAN がんプロフェッショナル養成事業等への参画を推進する ○ ◎
保健福祉部・学術部・

生涯教育部

⑥介護老人保健施設におけるサービス機能の充実

OT5・5PLAN 人員配置基準の引き上げ要望並びに人材輩出のための仕組みを構築する ○ ◎ 保険部

OT5・5PLAN 短期集 中リハビリテーション実施に基づく居 宅復 帰モデルの事例集積を行う ◎ 保険部・学術部

OT5・5PLAN 短期入所療養介護における集中的リハに関する事例集積を行い効果を提示する ○ ◎ 保険部・学術部

⑦新設介護療養型老人保健施設における対応 OT5・5PLAN 重度化・終末期対応に向けた作業療法の取り組みを提示する ○ ◎ 保険部・学術部

⑧介護老人福祉施設(特養)における作業療法の推進 OT5・5PLAN 作業療法の役割を明確化するための事例集積並びにネットワーク化を図る ○ ◎ 保険部・学術部

⑨居宅系サービスにおける作業療法の推進

OT5・5PLAN 通所 リハ ビリテーションにおける人員配置基準の 引き上 げを要望する ◎ 渉外部・保険部

OT5・5PLAN 短時間型通所リハビリテーション導入時の効果的作業療法アプローチを提示する ○ ◎ 保険部・学術部

OT5・5PLAN 予防給付(要支援)における通所系作業療法マニュアルを作成する ◎ 学術部

OT5・5PLAN 通所介護における役割の明示と配置加算の引き上げを要望する ○ ◎ 渉外部・保険部・学術部

OT5.5PLAN 訪問リハビリステーションの制度化要望並びに制度化された際の事業化を推進する ◎ 保険部・事業部

OT5・5PLAN
地域密看型 サービス(グループホーム・小規模多機能事業 所等)へ の作業 療 法士介入 の現

況を調査する
◎ 保険部・調査部

OT5・5PLAN 有料居住系施設(特定施設)への作業療法士介入の現況を調査する ◎ 保険部・調査部

⑩精神疾患の早期地域生活移行支援の推進

OT5・5PLAN 急性期精神科作業療法の取り組みに関する事例集積とマニュアルを作成する ○ ◎ 学術部・
精神障書担当理事

OT5・5PLAN 早期退院への取り組みに関する事例集積を行う ○ ◎
学術部・保健福祉部・

精神障害担当理事

OT5・5PLAN 早期に障害者自立支援法に移行した事例集積を行う ○ ◎ 学術部・保健福祉都・
精神障害担当理事

OT5・5PLAN 精神科訪問作業療法に関する事例集積を行いマニュアルを作成する ○ ◎ 学術部・保健福祉部・
精神障害担当理事
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⑪司法精神医療における作業療法の推進

OT5・5PLAN 指定入院医療における作業療法効果を提示し普及を図る ○ ◎
学術部・保健福祉部・
精神障害担当理事

OT5・5PLAN 指定通院医療における作業療法の役割の明示と普及を図る ○ ◎
学術部・保健福祉部・
精神障害担当理事

OT5・5PLAN 司法現場における作業療法の有用性を示し普及を図る ○ ◎
学術部・保健福祉部・
精神障害担当理事

⑫認知症の早期地域生活移行支援の推進
OT5・5PLAN 医療における早期認知症に関する事例集積を行い,マニュアルを作成する ○ ◎

学術部・保健福祉部・
認知症担当理事

OT5・PLAN 早期に介護保険サービスに移行した事例の集積を行う ○ ◎
学術部・保健福祉部・

生涯教育部

⑬制度改定に関する対応
OT5・PLAN 診療報酬改定・介護保険制度改定に向けた要望を迅速に集約し要望書を提出する ◎ 渉外部・保険部

OT5・5PLAN 制度改定後の迅速な情報の発信並びに対応策を検討し提示する ◎ 保険部・学術部

2)福祉 ・教育 ・職

業関連領域 にお

ける作業療法の

確立

①地域包括支援センターへの関わ りについて

OT5・5PLAN 地域包括支援センターにおける作業療法士の役割を明示する ○ ◎ 保健福祉部・生涯教育部

OT5・5PLAN 地域包括支援センターへの作業療法士配置基準を要望する ◎ 渉外部・保健福祉部

②特別支援教育に関する対応

OT5・5PLAN 特別支援教育に必要な知織・技術の研修会を開催する ◎
事業部・保健福祉部・

生涯教育部

OT5・5PLAN 実践例の集積に基づいた関連職種への公開シンポジウムを開催する ○ ◎
事業部・保健福祉部・

学術部

OT5・5PLAN 通常学級への作業療法士参画モデルを提示する ○ ◎ 保健福祉部・生涯教育部

OT5・5PLAN 特別支援教育支援員への認定の要望,並びに教育委員会等への働きかけを行う ○ ◎
渉外部・保健福祉部・

生涯教育部

OT5・5PLAN 特別支援教育ネットワーク推進委員会との関係を強化する ○ ◎ 渉外部

③就労支援に関する取り組みの推進

OT5・5PLAN 身体・知的・精神障害に対する就労支援モデルを提示する ○ ◎
保健福祉部・

精神障育担当理事

OT5・5PLAN 医療から福祉につながる就労支援の体制作りを推進する ○ ◎
保健福祉部・

精神障育担当理事

OT5・5PLAN 就労支援における事例集積を行い,効果的先進プログラムを提示する ○ ◎ 保健福祉部・学術部

OT5・5PLAN 家族会を含めた当事者団体との意見交換会の開催並びに協働プロジェクトを検討する ○ ◎ 保健福祉部・生涯教育部

OT5・5PLAN 高次脳機能障害における自立生活支援の取り組み事例の集積を行いモデルを提示する ○ ◎
保健福祉部・学術部・

精神障害担当理事

④障害者自立支援制度充実への貢献
OT5・5PLAN 児童デイサービス,自立訓練施設における作業療法士の配置促進 ◎ 保健福祉部・渉外部

OT 5・5PLAN 地域活動センターにおける作業療法士の取り組みを紹介する ○ ◎ 保健福祉部・渉外部

⑤福祉用具関連領域の拡大
OT5・5PLAN 福祉用具適用技術を普及する(研修会企画・実施を含む) ◎

福祉用具委員会・
生涯教育部・事業部

OT5・5PLAN 福祉用具関連団体との情報交換・相互交流を促進する ○ ◎
渉外部・福祉用具委員会・

保健福祉部

⑥認知症支援(家族支援)に関する対応 OT5・5PLAN 認知症家族支援マニュアルを活用し市町村の家族支援プログラムに参画する ◎
保健福祉部・

認知症担当理事

⑦高齢施策・障害施策に関する対応 OT5・5PLAN
介護盟定・障害程度区分認定審査会,介護給付等不服審査会への作業療法士の参画を推
進する

◎ 保健福祉部・渉外部

OT5・5PLAN 地域支援事業(一般・特定高齢者施策)における作業療法介入実績の調査を行う ○ ◎
保健福祉部・保険部・

調査部



3)保健 ・健康増進

領域 における対

応

①予防事業に関する対応 OT5・5PLAN 地域支援事 業(一般 ・特定高齢者 施策)における作 業療法マニュアルを作成する ○ ◎ 保健福祉部・学術部

OT5・5PLAN 介護予防アクティビティ指導者の役割の位置付けの整理並びに養成研修を開催する ○ ◎
保健福祉部・生涯教育部・

事業部

②行政における作業療法の役割の明示
OT5・5PLAN 市町村事業に関わる作業療法士の実態に関する追跡調査を行う ◎

保健福祉部・調査部・
渉外部

OT5・5PLAN 行政機関に従事する作業療法士のネットワーク化を検討し構築する ○ ◎ 保健福祉部・渉外部

③健康増進事業への対応
OT5・5PLAN 精神保健領域におけるメンタルヘルスケアに関する取り組みを推進する ○ ◎

保健福祉部・
精神障害担当理事

OT5・5PLAN 母子保健事業への参画事例の集積を行いモデルを提示する ○ ◎ 保健福祉部・学術部

3

教
育
的
課
題

へ
の
取
り
組
み

1)養成教育の改

革

①基準となる教育課程の提示
コアカリキュラムを作 成する ○ ◎ 養成教育部

教育ガイドラインの作成,「作業療法 士教 育の最 低基準」を見直す ○ ◎ 養成教育部

②養成教育のあり方の検討

教員のニーズに対応させた研修を実施する ◎
養成教育部・生涯教育部・

事業部

他組機の効果的な研修等を活用した教員研修を実施する ◎ 養成教育部・生涯教育部・
事業部

協会独自の教員養成プログラムを具体的に検討する ○ ◎ 養成教育部・生涯教育部

③臨床実習のあり方の検討

◎ 養成教育部・渉外部

「臨床実習手引き」を改訂する ◎ 養成教育部

協会独自の認定施設基準を検討する(実習施設等の基準の見直しに関する提言) ○ ◎ 養成教育部・渉外部

臨床実習指導者の研修システムを確立する ○ ◎
養成教育部・生涯教育部・

事業部

④次期全書のあり方についての検討 次期作業療法学全書の企画・編集に着手する ◎ 養成教育部

2)生涯教育の充

実

①認定作業療法士制度の定着

研修実施方法の多様化を実現する(マルチメディア・既存の教育機関等の活用) ○ ◎ 生涯教育部・事業部

認定作業療法士制度定着のための効果的な広報を実施する ◎ 生涯教育部・広報部

認定作業療法士の社会的承認を推進する ◎
生涯教育部・広報部・

渉外部

②専門作業療法士制度の施行
OT5・5PLAN 専門作業療法士(福 祉 用具 ・認知症 ・ハンドセラピー)制 度の確立 並びに分野を拡 大する ◎ 生涯教育部

専門作業療法士制度において,作業療法研究グループおよび大学院との連携を図る ○ ◎ 生涯教育部・学術部

③生涯教育のあり方の検討 全国研修会・学会の役割分担を明確化して実施する ○ ◎
事業部・生涯教育部・
学会評議委員会

④臨床研究活動支援体制の整備 生涯教育における臨床研究指導方法を開発する ○ ◎ 生涯教育部・学術部

1)国際的な学術

交流に関連する
事業の推進

①WFOT世 界会議 ・学会招致 招致に向けた取り組みを推進し,招致決定後は具体的開催要項を策定する ◎
WFOT世 界会議招致委員

会・国際部・事務局

②アジア地域における交流の促進
表敬訪問等の相互交流を企画・検討し具体的な交流を行う ○ ◎ 国際部・事務局

アジア太平洋地域の作業療法士団体との学会交流を行う ◎ 国際部・事務局

臨床実習指導者の基準に関した制度的な提言を検討する
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2)国内における国

際団体等との連

携

①JICA,JIMTEF,JANNET,JOCV等 へ の 積極 的 な

参 画

技術研修の派遣・受け入れ態勢を整備する ○ ◎ 国際部・事務局

官公省庁を含めた関連諸団体と連携し,国際 交流 ・支援プログラムを開発する ○ ◎ 国際部

3)国際 交流 に必

要な情報の収集 ・

発信

①国際交流に向けた情報の収集・発信

パンフレット,ガイドライン等の翻訳化を推進する ◎ 国際部・広報部

海外の作業療法関連情報を収集・配信する ◎ 国際部・事務局

海外における作業療法経験者等の情報を集約する ◎ 国際部・事務局

ホームページ機能を充実し,国外 向けの協会会員統計資料を開示する ○ ◎
国際部・調査部 ・広報部 ・

事 務局

②海外で活躍する作業療法士との連携 海外にいる作業療法士と定期的に情報交換を行うことができる体制を整備する ○ ◎ 国際部・事務局

4)長期 的・国際的

取り組みの基盤

強化

① 国際 交流 ・貢献のあり方の検 討

WFOTは じめ国内外の関連団体組織との連携強化のあり方を提示する ○ ◎
WFOT代 表・国際部・事務

局

協会としての国際的活動に資する(国際的視野を持つ)人材を育成する ◎
国際部・生涯教育部・

養成教育都・事業部

留学・海外研修制度のあり方を検討し具体的支援策を策定する ○ ◎
国際部・生涯教育部・

養成教育部

5

協
会
組
織
の
機
能
再
編

1)協会 体制の基

盤強化

①役員の常勤化に関する検討 常勤 化のメリットを提示 し,財政的基盤を整備する ○ ◎ 企画調整委員会・財務部

②長期 ビジョンの検証と提示 協会事業の情報管理の一元化と「作業療法5ヵ年戦略」の検証並びに公表をする ◎ 事務局を含む
全ての部・委員会

③協会資産となる資料の整備

協会設立50周 年に向けたプロジェクトを組織する ◎ 事務局

保管すべき資料の調査を実施しデーターベース化を検討する ○ ◎ 事務局・調査部・学術部

資料管理に伴う財政的基盤を検討し環境整備を行う ○ ◎ 事務局・財務部

④収益事業等のあり方に関する検討 出版 ・研修 ・商品開発,医 療,介 護事 業等が事業化できる別法人設立を検討する ◎ 事業部・事務局・
企画調整委員会

2)協会 機能の評

価と効率化

①渉外活動の強化 渉外機能の検証と戦略的・効果的渉外活動を推進する ◎ 渉外部

②協会事業全体の効率化

協会事務局機能の人員・環境を含めた強化を検討する ○ ◎ 事務局

協会事業外部委託化の効果を検討し,推進する ◎ 事務局を含む
全ての部・委員会

協会理事の役割を明確化し提示する ◎ 三役 ・理事

③協会機能評価 協会事業の費用対効果を含めた機能評価事業を実施し公表する ○ ◎
事務局・企画調整委員会・

財務部

④研修会の効率的・効果的運用の検討 研修会企画を行う部・委員会の研修検討会を開催する ◎ 全ての部・委員会

⑤関連団体・関係諸官庁との連携強化 勉強会の開催等を通じて相互交流活動を推進する ◎ 渉外部・事務局

⑥都道府県士会との連携強化

作業療法推進活動連携・調整会議の開催 ◎ 協会・
都道府県作業療法士会

都道府県士会と協会役職者との会議,研修機会の増加 ◎ 協会・
都道府県作業療法士会

作業療法推進活動パイロット事業助成制度の実施と事業成果の普及 ○ ◎
協会・

都道府県作業療法士会



①情報共有化に関する仕組みの構築
協会 内に集積され ている管理すべき情報を整理 ・分析する ◎

3)協会 関連情報

の管理 ・運用

部・委員会の活動経過報告の共通書式を作成し,会員への開示方法を検討する ◎

情報 発信の迅速化を図るための仕組みを構築する(メー ルマガジン等) ◎

事務局・調査部

企画調整委員会

事務局・広報部

②情報発信媒体の拡充・多様化
会 員からの情報収集を目的としたホームページ機能 の活用を普 及・促進する ◎ 事務 局・調査部 ・広報 部

公益法人制度改革対策委員会(仮称)を設立する ◎

4)公益法人制度

改革への対応
①公益法人制度改革への対応 協会役員・士会連絡協議会を含めた勉強会を開催する ◎

事務局

協金・
都道府県作業療法士会

都道府県士会の法人化を推進し支援する ◎ 協会・
都道府県作業療法士会

5)人 材活用 に関

する対応

①復職・領域転換希望者への支援の推進
OT5・5PLAN ニーズ調査を実施 し,支援のためのモデルシステムを構 築する ○ ◎ 事務局・福利部

OT5・5PLAN 保健福祉領域の他団体と連携した研修会を検討・企画・実施する ◎ 事業部・福 利部 ・渉外部

6)報 告害に関して ①白書の発刊 白書編 集委員会を組織し白書を2010年 に発刊 する ○ ◎ 企画調整委員会・事務局

① 小・中 ・高校生に向けた広報 活動の推進 都 道府県士会と連携したキャンペーンの実施,先 進 的モデル地 区を指 定し順次拡 大する ◎ 広報部・

都道府県作業療法士会

②地域住民との交流活動の推進 OT5・5PLAN 都道府県士会主催の先進的地域活動を支橿し全国的に広報する ◎ 広報邪・
都道府県作業療法士会

作

業

療

法

の
普

及

・
啓

発

1)広報活動 の強

化 ・推進
③広報手段の戦略的活用に関する検討 映像メディアの活用を含めた外注化を検討し,費用対効果に基づいた広報を推進する ◎ 広報部・調査部・財務部

④ホームページ機能の強化
一般者からのアクセスを増やすための仕組みを検討し戦略的に展開する ◎

6 ⑤他職種へ向けた広報の推進 他職種版作業療法ガイドラインを作成する ○

①公益研修事業の拡充 公益研修事業のあり方に関する検討委員会を立ち上げ定期的に実施する

◎

◎

広報部・調査部・事務局

学術部・広報部

事業部

2)地域 ・社 会貢献

活動

②大規模災害への対応 災害時の役割の明示と作業療法版災害対策避難生活マニュアルを作成する ○ ◎ 福利部・広報部

③人材の派遣 OT5・5PLAN 地域に人材を派遣するための推進検討委員会を設置する ◎
協会・

都道府県作業療法士会

④へき地対策の検討 OT5・5PLAN へき地 における作業療法士 の現状 把握,ネ ットワーク化の検討 ○ ◎ 調査部・渉外部・広報部

※達 成 時 期 上 期 ―2008～2009年 度 中 期 ―2010～2011年 度 下期 ―2012年 度(完 成 年 度)

「地域生活移行支援」推進

GO! GO!

作業療法5・5計 画

OT5・5PLAN/2008-2012

(社)日 本作業療法士協会は今後5ヵ年に,作 業療法士の5割を身近
な地域に配置し,地 域生活移行支援を力強く推進してまいります
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